
（別紙）

副作用等被害救済給付の決定内容に係る審査結果

番号 主な原疾患等 医薬品名 副作用名※ 理由 審査結果

1
統合失調症、アルコール依
存症、抑うつ状態、感冒

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg
ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠10mg

薬剤性パーキンソン症候群
アカシジア

原疾患に係る医療であるため
救済給付の対象となる入院相当の医
療でないため

棄却

2
左外転神経麻痺、顔面神
経麻痺

ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 (疾病)
両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩
行障害 (障害)

障害等級非該当であるため 棄却

3
頭痛、左真珠腫性中耳炎な
らびにそれに対する手術

ﾛｷｿﾆﾝ錠 腎不全の増悪 不適正使用であるため 棄却

4 更年期障害 判定不能 判定不能 判定不能であるため 棄却

5 発作性心房細動 アンカロン錠１００ 間質性肺炎 対象除外薬品であるため 棄却

6 急性上気道炎 なし なし 医薬品以外の原因によるため 棄却

7
精神症状を伴ううつ病、全
般性不安障害、音や振動そ
の他に対する強い不安

なし なし 医薬品以外の原因によるため 棄却

8 カゼ なし なし 医薬品以外の原因によるため 棄却

9 アレルギー性皮膚炎
セレスタミンシロップ
デカドロンエリキシル
デキサ・ママレット

体重増加（疾病）
判定不能（障害）

不適正使用であるため（疾病）
判定不能であるため（障害）

棄却

10
突発性難聴、左突発性難
聴

なし なし 医薬品以外の原因によるため 棄却

11
左頭頂葉脳腫瘍、けいれん
発作

テグレトール錠１００ｍｇ 薬剤性過敏症症候群（DIHS）
救済給付の対象となる入院相当の医
療でないため

棄却

12
高血圧症、慢性腎不全、高
尿酸血症、慢性心房細動、
拡張型心筋症

なし なし 医薬品以外の原因によるため 棄却

13 関節リウマチ、糖尿病

アザスルファン腸溶錠５００ｍ
ｇ、アマリール１ｍｇ錠、ファス
ティック錠９０、タイプロトンカ
プセル１５ｍｇ

薬剤性肝障害 不適正使用であるため 棄却

14 子宮筋腫
キシロカイン注ポリアンプ1％
キシロカイン注ポリアンプ２％
マーカイン注０．５％

馬尾症候群（疾病）
馬尾症候群に伴う排尿・排便障害によ
る日常生活障害（障害）

障害等級非該当であるため 棄却

15
強迫性障害、強迫神経症
（強迫性障害）、抑うつ状態

ピーゼットシー糖衣錠４ｍｇ、
エビリファイ錠３ｍｇ、ドグマ
チール錠５０ｍｇ、リスパダー
ル錠３ｍｇ

遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニ
ア（疾病）
遅発性ジスキネジア及び遅発性ジスト
ニアによる右上肢機能障害（障害）

障害等級非該当であるため 棄却

16
大動脈弁狭窄症および不
安定狭心症

赤血球濃厚液－ＬＲ「日赤」
新鮮凍結血漿「日赤」

輸血関連急性肺障害 （TRALI）
（医療費・医療手当については支給（疾
病））
医薬品以外の原因によるため（死亡）

一部容認

17 躁うつ病 テグレトール錠１００ｍｇ
多形紅斑型薬疹
薬物性肝障害

救済給付の対象となる入院相当の医
療でないため

棄却
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18 高コレステロール血症 なし なし 医薬品以外の原因によるため 棄却

19 脳梗塞 なし なし 医薬品以外の原因によるため 棄却

20
頚部リンパ腺腫、気管支
炎、急性歯根膜炎、（感冒）

ナイキサン錠１００ｍｇ、クラ
ビット錠５００ｍｇ、セロニード
静注用１ｇ、新ルルＡ錠
パミコール顆粒
シルダン顆粒

中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）
およびそれに続発した肺炎、多臓器不
全、薬物性肝障害（疾病）
中毒性表皮壊死（ライエル症候群）およ
びそれに続発した肺炎、多臓器不全
（死亡）

遺族一時金及び葬祭料の額は、一律
の額が定められているため

棄却

21 急性上気道炎 エクドランＩＢ錠 中毒性表皮壊死症 （ライエル症候群）
救済給付の対象となる入院相当の医
療でないため

棄却

22 非定型精神病 判定不能 判定不能 判定不能であるため 棄却

23

胃潰瘍、低栄養状態、ビタミ
ン欠乏症、摂食不足による
脱水補正、不眠障害、抑う
つ気分

判定不能 判定不能 判定不能であるため 棄却

24
急性気管支炎、咳痰、（肋
骨骨折）

なし なし 医薬品以外の原因によるため 棄却

25
トローザ・ハント症候群（眼
窩炎性偽腫瘍）
突発性肥厚性硬膜炎

プレドニン錠5mg、プレドニゾ
ロン錠「タケダ」5mg、ソル・メド
ロール1000

両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大
腿骨顆部無腐性壊死による両下肢機
能障害

障害等級非該当であるため 棄却

26
後天性免疫不全症候群
（ニューモシスチス肺炎、サ
イトメガロウイルス感染症）

ソル・メドロール500
プレドニン錠5mg

両側上腕骨骨頭無腐性壊死及び両側
大腿骨骨頭無腐性壊死による肢体機
能障害

障害等級（２級）に該当するため 容認

27 全身性エリテマトーデス
プレドニン錠5mg
パラメゾン錠(2mg)
ソル・メドロール500

両側大腿骨頭無腐性壊死及び左化膿
性膝関節炎による両下肢機能障害

障害等級（２級）に該当するため 容認

28 分裂病型人格障害 なし なし 医薬品以外の原因によるため 棄却

※副作用のうち、当該医薬品の副作用と認められなかった場合については「なし」と記載。
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